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【事業報告（企業集団の現況に関する事項）】
〇主要な事業所等（2025年12月31日現在）
① 当社 本社（東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号）
② 子会社

無線・通信事業
国内拠点 日本無線㈱［本社事務所（東京都）、長野事業所（長野県）、川越事業

所（埼玉県）］、長野日本無線㈱、上田日本無線㈱（長野県）、JRCモ
ビリティ㈱（東京都）、㈱国際電気［本社、東京事業所（東京都）］、
㈱HYSエンジニアリングサービス（東京都)、㈱五洋電子［本社・秋
田工場（秋田県）、仙台工場（宮城県）］

マイクロデバイス事業
国内拠点 日清紡マイクロデバイス㈱［本社（東京都）、川越事業所（埼玉県）、

池田事業所（大阪府）、やしろ事業所（兵庫県）］、日清紡マイクロデ
バイス福岡㈱（福岡県）、日清紡マイクロデバイスAT㈱（佐賀県）

海外拠点 NISSHINBO MICRO DEVICES （THAILAND） CO.,LTD.〔タイ〕
ブレーキ事業
国内拠点 日清紡ブレーキ㈱［本社（東京都）、館林事業所（群馬県）］
海外拠点 NISSHINBO AUTOMOTIVE MANUFACTURING INC.〔米国〕、

SAERON AUTOMOTIVE CORPORATION〔韓国〕
精密機器事業
国内拠点 日清紡メカトロニクス㈱［本社（東京都）、美合工機事業所（愛知

県）］、南部化成㈱（静岡県）
海外拠点 日清紡科恒精密機械（揚州）有限公司〔中国〕

化学品事業
国内拠点 日清紡ケミカル㈱［本社（東京都）、徳島事業所（徳島県）、旭事業

所、千葉事業所、土気事業所（千葉県）］
繊維事業
国内拠点 日清紡テキスタイル㈱［本社（東京都）、大阪支社（大阪府）、徳島事

業所（徳島県）］
海外拠点 NISSHINBO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.〔ブラジル〕、

PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY〔インドネシア〕
不動産・その他事業
国内拠点 日清紡都市開発㈱、ニッシントーア・岩尾㈱（東京都）

〇主要な借入先および借入額（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 46,031百万円
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 25,000百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 24,039百万円

〇その他企業集団の現況に関する重要な事項
日本無線グループは、事業機能・生産機能の集約および管理部門のスリム化のため、2026年1月1

日付で、日本無線㈱を存続会社としJRCモビリティ㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線㈱を
存続会社とし長野日本無線マニュファクチャリング㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線㈱を
存続会社とし浅科ニチム㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線㈱の事業の一部を分割し日本無
線㈱に承継させる吸収分割および上田日本無線㈱の事業の一部を分割し日本無線㈱に承継させる吸収
分割を行いました。
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【事業報告（会社の現況に関する事項）】
〇新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

〇社外役員の状況
① 重要な兼職の状況（2025年12月31日現在）

区 分 氏 名 兼 職 先 の 名 称 兼 職 の 内 容

社 外 取 締 役

谷 奈穂子 株式会社セミコンダクタポータル 代表取締役社長

リチャード ダイク
テスト技術研究所株式会社 代表取締役
株式会社セミコンダクタポータル 社外取締役
日本産業パートナーズ株式会社 社外取締役

生 野 由 紀 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役

社 外 監 査 役 市 場 典 子

市場公認会計士事務所 代表
税理士法人アプライズ 代表社員
大豊建設株式会社 社外監査役
いちごオフィスリート投資法人 監督役員

（注）１．株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社の主要な借入先の１つである株式会社みずほ銀行の親会社
です。

２．その他の兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役

多 賀 啓 二
当事業年度に開催した取締役会16回すべてに出席し、政府系金融
機関と事業会社における豊富な経営経験、見識に基づき、発言を
行い、独立した立場から当社のグループ経営を監督しています。

八 木 宏 幸
当事業年度に開催した取締役会16回すべてに出席し、法律に関す
る専門的な知識と法曹界における豊富な経験、見識に基づき、発
言を行い、独立した立場から当社のグループ経営を監督していま
す。

谷 奈穂子
当事業年度に開催した取締役会16回すべてに出席し、事業会社に
おける豊富な経営経験と半導体業界に関する専門的な知見、見識
に基づき、発言を行い、独立した立場から当社のグループ経営を
監督しています。

リチャード ダイク
当事業年度に開催した取締役会16回すべてに出席し、豊富な経営
経験と資本市場やコーポレートガバナンスに関する深い洞察、国
内外の半導体産業に関する専門的知見、見識に基づき、発言を行
い、独立した立場から当社のグループ経営を監督しています。

生 野 由 紀
当事業年度に開催した取締役会16回すべてに出席し、投資銀行業
務に係る様々な実務経験と金融・資本市場に関する専門的知見、
見識に基づき、発言を行い、独立した立場から当社のグループ経
営を監督しています。

社 外 監 査 役

山 下 淳
当事業年度に開催した取締役会16回すべてと監査役会14回すべ
てに出席し、弁護士としての実務経験と国際法務に関する専門的
な知識、豊富な経験、見識に基づき、発言を行い、独立した立場
から当社のグループ経営を監査しています。

市 場 典 子
当事業年度に開催した取締役会16回すべてと監査役会14回すべ
てに出席し、公認会計士・税理士としての財務および会計に関す
る専門的な知識と豊富な経験、見識に基づき、発言を行い、独立
した立場から当社のグループ経営を監査しています。
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〇会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 105百万円
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 351百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬金
額を区分していませんので、上記金額はこれらの合計額を記載しています。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などを確
認し必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について同意しています。

３．当社は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業
務（非監査業務）として、主にTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)に関するアドバイザリー業務
に関し、対価を支払っています。

４．当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告します。
また、監査役会は会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が

確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の
内容を決定します。
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【事業報告（会社の体制および方針に関する事項）】
〇業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
① 内部統制システムの構築・運用に関する基本方針

当社は、業務の適正を確保するための体制として「内部統制システムの構築・運用に関する基本
方針」を定め、取締役会において以下のとおり決議しています。
１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）取締役および執行役員は、グループにおけるコンプライアンスの確立、ならびに法令、定款
および社内規定の遵守の確保を目的とする「日清紡グループ行動指針」を率先垂範する。ま
た、従業員に対して本指針の遵守の重要性を繰り返し教育することにより、周知徹底を図る。

（2）社長をコンプライアンスの最高責任者とし、社長直属の企業倫理委員会は、グループの企業
倫理に関する制度・規定の整備および運用を担う。企業倫理委員および社外の顧問弁護士を受
付窓口とする企業倫理通報制度により、法令違反行為などの早期発見、是正を図る。社長は企
業倫理に関する重要事項を取締役会・監査役に報告する。

（3）社外取締役の参画により、取締役会の監督機能を充実させ、経営の透明性向上を図る。執行
役員制の採用により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの機能強
化を図る。

（4）グループの内部監査を担当する組織として、業務執行ラインから独立した監査部門を設け
る。監査部門は、各部門の業務執行状況の内部監査を行い、適正かつ合理的な業務遂行の確保
を図る。

（5）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、こ
れら反社会的勢力に対しては、関係機関と緊密に連携し、事由の如何を問わず、グループとし
て組織的に毅然とした姿勢をもって対応する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（1）法令・社内規定に従い、株主総会・取締役会などの重要な会議の議事録、経営の重要な意思
決定・執行に関する記録および会計帳簿などの会計に関する記録を作成、保管する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）取締役および執行役員は、グループの企業価値の維持・向上および事業活動の持続的成長を
阻害するすべてのリスクに適時・適切に対応するため、リスク管理に関する制度・規定を整備
し、リスク予測、対策の立案・検証および緊急時対応などのリスクマネジメントを実施する。

（2）社長をリスクマネジメントの最高責任者とし、統括責任者および各部門の責任者を定め、リ
スクマネジメントを実施する。統括責任者の下にグループの事務局を置き、リスクマネジメン
トの管理運用・教育支援を担当する。

（3）経営上の重要なリスクへの対応方針などについては、経営戦略会議などで十分に審議を行う
ほか、特に重要なものについては取締役会に報告する。

（4）各部門は、担当業務に関して優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対策を
決定し、適切なリスクマネジメントを実施する。管理部門は、担当事項に関して事業部門が実
施するリスクマネジメントを横断的に支援する。

（5）法令違反、環境、製品安全、労働安全衛生、情報セキュリティ、自然災害などの各部門に共
通する個別リスクについては、それぞれに対応した規定を整備し、これに従ってリスクマネジ
メントを実施する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）取締役会の規模を適正に維持することにより、経営戦略・方針の意思決定を迅速化する。ま
た、取締役の任期を一年とし、毎年の定時株主総会で取締役に対する株主の評価を確認するこ
とにより、事業年度に関する責任の明確化を図る。

（2）執行役員制の採用により、業務執行における意思決定を迅速化する。
（3）営業規則・決定権限規定に基づく業務分掌および権限分配により、職務執行の効率化を図
る。
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５．日清紡グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1）日清紡グループの業務運営およびリスクマネジメントに関する制度・規定を整備し、この制
度・規定を適切に運用することにより、グループの業務の健全性および効率性の向上を図る。

（2）グループ各社の自主独立性を尊重するとともに、関係会社運営規定に従い、各社から業務に
関する定期的な報告・連絡などを受ける。

（3）グループ各社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らして適正に行う。
（4）日清紡グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する体制
を整備するとともに、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、その評価、維持および改善
活動を継続的に行う。

（5）グループ各社に取締役・監査役を派遣し、業務執行を監督・監査する。
６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
（1）監査役は、監査部門などに所属する従業員に監査業務に必要な事項を指示することができ
る。

（2）監査役から監査業務に関する指示を受けた従業員は、監査役の指示事項に関し、もっぱら監
査役の指揮命令を受ける。

（3）監査役から監査業務に関する指示を受けた従業員について、取締役および当該従業員の所属
部門の上司は、当該従業員が監査役の指示事項を実施するために必要な環境の整備を行う。

７．監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
（1）監査役は、取締役会およびグループの重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるととも
に、当社およびグループ各社の取締役、監査役、執行役員および従業員から業務執行または監
査業務の状況について報告を受ける。また、取締役会議事録などの業務に関する記録を閲覧す
ることができる。

（2）当社およびグループ各社の取締役、監査役、執行役員および従業員は、日清紡グループの信
用の大幅な低下、業績への深刻な悪影響、企業倫理に抵触する重大な行為またはこれらのおそ
れが生じたときは、直接にまたは職制等を通じて、監査役に対して速やかに報告を行う。ま
た、財経部門、監査部門などの責任者は、その職務の内容に応じ、監査役に対する報告を行
う。

（3）当社およびグループ各社の取締役、執行役員および従業員は、監査役に対して監査業務等に
関する報告を行ったことを理由に、当該報告を行った従業員等を不利益に処遇しまたは取扱っ
てはならない。

（4）監査役と監査部門との連絡会を定期的に開催し、監査部門は内部監査に関する重要な事項を
監査役に報告するとともに、監査役と監査部門の連携を図る。

（5）監査役の職務遂行に必要な費用は、当社が負担する。
② 内部統制システムの運用状況の概要

当社の内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりです。
１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、審議・決定に際して、「企業理念、経営方針との整合」「法令、企業倫理の遵守」
「中長期的な企業価値の向上」「株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など様々なステークホル
ダーの信頼確保」に留意するとともに、社外取締役５名を置くことにより、監督機能の充実と経
営の透明性の向上を図っています。
取締役および執行役員は、職務執行に際して、「日清紡グループ行動指針」を自ら率先垂範し、

従業員に対して本指針の遵守の重要性を繰り返し教育し、周知徹底を図るとともに、行動指針に
定める各項目の運用状況や企業倫理制度によりもたらされた通報案件を含む企業倫理に関する重
要事項を取締役会に報告しています。
グループの業務執行状況については、業務執行ラインから独立した監査部門が内部監査を実施

し、その結果を取締役会に報告しています。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
法令・社内規定に従い、株主総会・取締役会などの重要な会議の議事録、経営に関する重要な

記録および会計帳簿などの会計に関する記録を適切に保管しています。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する制度・規定に基づき、リスク予測、対策の立案・検証および緊急時対応な
どのリスクマネジメントを実施しています。経営上の重要なリスクへの対応方針などについて
は、経営戦略会議などで十分に審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会に報告して
います。
また、大規模災害などの発生に備え、事業継続計画（BCP）の策定および事業継続マネジメン

ト（BCM）文書の作成・BCM訓練を実施し、周知徹底および実効性の向上を図っています。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、現在、社外取締役５名を含む取締役９名で構成されており、営業規則・決定権限
規定等の社内規定に定める付議基準に基づき、経営戦略・方針その他経営上の重要事項について
の意思決定および各取締役の職務執行の監督を行っています。また、執行役員制のもと、業務執
行上の意思決定権限の執行役員への適切な委譲と執行状況の的確な監督を通じて、業務執行にお
ける意思決定の迅速化を図っています。
なお、取締役会への付議基準や執行役員への権限委譲の範囲については、職務執行の効率化を

図る観点などから、妥当性や改善点の検証を適宜行っています。
５．日清紡グループにおける業務の適正を確保するための体制

日清紡グループの業務運営およびリスクマネジメントに関する制度・規定を整備し、適切に運
用しています。
主たるグループ各社に取締役・監査役を派遣し、業務執行を監督・監査していますが、グルー

プ各社の自主独立性を尊重するとともに、関係会社運営規定に従い、各社から業務に関する定期
的な報告・連絡などを受けています。
また、財務報告に係る内部統制に関する体制を整備し、金融商品取引法その他の関係法令に基

づき、その評価、維持および改善活動を継続的に行っています。
６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

社内規定に基づき、監査部門などに所属する従業員等が、監査役の指示に従い監査役の業務の
補助を行っています。

７．監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
監査役は、取締役会およびグループの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるととも

に、取締役会、執行役員および従業員から業務執行または監査業務の状況について報告を受けて
います。
また、監査役と監査部門および会計監査人との連絡会を毎月１回開催するとともに、監査役会

で監査部門の内部監査の活動状況を報告することにより、監査役と監査部門および会計監査人の
連携を図っています。
なお、監査役の職務遂行に必要な費用は、当社が負担しています。
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〇株式会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容

当社は、最終的に当社の財務および事業の方針（以下「経営方針」といいます。）の決定を支配
するのは、株主の皆様であると考えています。他方、実際に経営方針を決定するのは、株主総会に
おいて選任され、株主の皆様から委任を受けた取締役により構成される取締役会であることから、
取締役会は、当社の企業価値、ひいては当社株主共同の利益（以下単に「株主共同の利益」といい
ます。）を維持・向上させるために、最善の努力を払うことと、株主の皆様の意向を経営方針の決
定により速やかに反映することを、当社の基本方針としています。

② 基本方針の実現に資する取り組み
当社は、①の基本方針を実現するために、企業理念の浸透やコーポレートガバナンスなど組織文

化の質的向上と、ROE指標重視の収益力向上や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長の実
現に向け取り組んでいます。また、株主の皆様から経営の委任を受けている取締役の毎事業年度の
責任を明確にするため、取締役の任期を１年とするとともに、取締役の職務の執行を監督するとい
う取締役会の機能を強化するため、複数の社外取締役を選任しています。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって経営方針の決定が支配されることを防止する取り組み
当社は、当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行おうとする者に対しては、関係諸法令に従

い、大規模買付行為の是非を株主の皆様に適切に判断いただくための必要かつ十分な情報の開示を
求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様に検討いただくために必要
な時間の確保に努めるなど、適切な措置を講じてまいります。

④ 上記取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
上記②および③に記載の取り組みは、当社の役員の地位の維持を目的とするものではなく、株主

共同の利益を確保・向上させるための施策であり、上記①の基本方針に適うものと考えています。
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【連結計算書類】
連結株主資本等変動計算書

（2025年
2025年

１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

単位：百万円（未満切捨）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年１月１日残高 27,807 18,948 175,832 △13,237 209,349

会計方針の変更による
累積的影響額 335 335

会計方針の変更を反映した
2025年１月１日残高 27,807 18,948 176,167 △13,237 209,685

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 34 34 68

剰余金の配当 △5,640 △5,640

親会社株主に帰属する
当期純利益 13,920 13,920

自己株式の取得 △939 △939

自己株式の処分 △0 0 0

連結範囲の変動 284 284

連結子会社と非連結子会社との
合併に伴う変動 32 32

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

当連結会計年度中の
変動額合計 34 34 8,596 △939 7,724

2025年12月31日残高 27,841 18,982 184,763 △14,177 217,409

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

2025年１月１日残高 25,436 31 28,145 6,488 60,103 27,996 297,449

会計方針の変更による
累積的影響額 335

会計方針の変更を反映した
2025年１月１日残高 25,436 31 28,145 6,488 60,103 27,996 297,785

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 68

剰余金の配当 △5,640

親会社株主に帰属する
当期純利益 13,920

自己株式の取得 △939

自己株式の処分 0

連結範囲の変動 284

連結子会社と非連結子会社との
合併に伴う変動 32

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 321 △18 3,101 6,405 9,809 1,273 11,082

当連結会計年度中の
変動額合計 321 △18 3,101 6,405 9,809 1,273 18,806

2025年12月31日残高 25,757 12 31,247 12,893 69,912 29,269 316,591
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の状況

連結子会社の数 86社
主要な連結子会社の名称
日本無線㈱、㈱国際電気、日清紡マイクロデバイス㈱、日清紡ブレーキ㈱、SAERON
AUTOMOTIVE CORPORATION、日清紡メカトロニクス㈱、南部化成㈱、日清紡ケミカ
ル㈱、日清紡テキスタイル㈱
当連結会計年度よりKOKUSAI DENKI ELECTRIC COMARK LLCはKOKUSAI DENKI
ELECTRIC AMERICA, INC.に吸収合併されたことにより、深セン恩佳昇科技有限公司は清
算結了したことにより連結の範囲から除外しています。また、前連結会計年度において非連
結子会社であったALPHATRON MARINE KOREA CO., LTD.は重要性が増したことによ
り当連結会計年度から連結子会社にしています。
なお、日清紡大陸精密機械(揚州)有限公司は日清紡科恒精密機械(揚州)有限公司へ社名変更
しました。

（２）非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称 PT. JRC SPECTRA INDONESIA
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社はいずれも総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等からみて小規模であ
り、全体として連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除外していま
す。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 6社

持分法を適用した主要な非連結子会社及び関連会社の名称
オモビオ㈱、欧摩威汽車電子（連雲港）有限公司
当連結会計年度において関連会社であったRANE BRAKE LINING LTD.は、RANE
MADRAS LTD.を存続会社とする吸収合併により消滅し、RANE MADRAS LTD.に対する
当社の持分比率が低下したため、持分法の適用範囲から除外しています。
なお、コンチネンタル・オートモーティブ㈱はオモビオ㈱へ、コンチネンタル・オートノモ
ス・モビリティー・ジャパン㈱はオモビオ・オトノモス・モビリティ㈱へ、大陸汽車電子
(連雲港)有限公司は欧摩威汽車電子(連雲港)有限公司へ、大陸汽車安全系統(長春)有限公司
は欧摩威汽車安全系統(長春)有限公司へ社名変更しました。

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称
PT. JRC SPECTRA INDONESIA

（持分法を適用しなかった理由）
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社はいずれも当期純損益及び利益剰余金等から
みて小規模であり、全体として連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため持分法を適用し
ていません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、NISSHINBO MECHATRONICS INDIA PRIVATE LTD.及びNISSHINBO
COMPREHENSIVE PRECISION MACHINING (GURGAON) PRIVATE LTD.の決算日は３
月31日です。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく
計算書類を使用しています。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。
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４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっています。

②デリバティブ
時価法によっています。

③棚卸資産
主として個別法及び総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）によっています。

（２）重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産
定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 ２年〜60年
機械装置及び運搬具 ２年〜17年

②無形固定資産
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（２年〜10年）に
基づく定額法によっています。

（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

②製品保証引当金
販売済み製品の交換費用及び補修費用に充てるため、今後必要と見込まれる金額を計上して
います。

③賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負
担すべき額を計上しています。

④工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額
を合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を計上しています。

（４）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっています。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、主としてその発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（７年〜1５年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す
ることにしています。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年〜12年）による定額法により費用処理しています。なお、一部の連結子会社
は数理計算上の差異及び過去勤務費用について発生時に一括費用処理することにしていま
す。
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（５）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内
容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりで
す。

①製品の製造・販売
当社グループは、防災システム・監視システム等の社会インフラ関連製品、無線通信機器製
品、アナログ半導体等の電子デバイス製品、自動車用ブレーキ摩擦材、空調機用ファン、自
動車用ヘッドランプ周辺製品、電子制御ブレーキシステム用精密加工部品、断熱材、樹脂改
質剤等の高機能化学品、燃料電池用カーボンセパレータ及びシャツ等の繊維製品の製造・販
売並びに不動産販売を主な事業としており、製品の製造・販売については、主に完成した製
品を顧客に引き渡すことが履行義務であると判断しています。
当該履行義務は製品の引き渡し時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し履行義務
が充足されると判断していることから、国内取引においては製品の引き渡し時点で収益を認
識し、輸出取引においては主としてインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク
負担が顧客に移転した時点で収益を認識しています。
なお、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識していま
す。また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取
引については、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しています。

②請負契約
当社グループは、主に無線・通信事業において、顧客と工事請負契約又は製造請負契約を締
結しています。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断した
場合には、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しています。また、一定の期間
にわたり履行義務が充足されないと判断した場合には、一時点で充足される履行義務として
工事が完了した時点で収益を認識しています。なお、進捗度の算定は、契約における取引開
始日から履行義務を充足するまでに発生すると見込まれる総コストを見積り、該当の期間に
実際発生したコストを集計し、総コストに対する割合を計算して行っています。

③受託開発契約
当社グループは、主にマイクロデバイス事業において顧客との契約に基づき各種センサや信
号処理技術等を活用したカスタム製品の受託開発を行っています。顧客と約束した財又はサ
ービスが単一の履行義務となる場合は、契約がフェーズ毎に複数存在する場合であってもフ
ェーズを集約しています。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足される
と判断した場合には、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しています。また、
一定の期間にわたり履行義務が充足されないと判断した場合には、一時点で充足される履行
義務として開発が完了した時点で収益を認識しています。

（６）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しています。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部
における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めています。
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（７）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっています。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約
については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理に
よっています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。

イ．手段：為替予約
対象：製品輸出による外貨建債権、製品輸入等による外貨建債務及び外貨建予定取引

ロ．手段：金利スワップ
対象：借入金

③ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対
象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスク等を一定の範囲内でヘッジしています。

④ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を、半期ごとに比較
し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。ただし、振当処理の要
件に該当する為替予約及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を
省略しています。

（８）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の連結子会社は、当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用していま
す。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対
応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれ
らに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っています。

（９）のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、５年から８年で均等償却（僅少な場合は一時償却）しています。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
（１）法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

会計方針の変更の内容及び理由
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28
日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用していま
す。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年
改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正
適用指針」という。）第65−２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場
合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指
針を当連結会計年度の期首から適用しています。
この結果、当連結会計年度の期首の繰延税金負債が335百万円減少しています。また、当連
結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高
は335百万円増加しています。

（２）グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
会計方針の変更の内容及び理由
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実
務対応報告第46号 2024年３月22日）を当連結会計年度の期首から適用しています。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
１．繰延税金資産の回収可能性
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 3,487百万円
繰延税金負債 14,200百万円
法人税等調整額 2,544百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越
欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより判断しています。
当連結会計年度末において、グループ通算制度に係る税務上の繰越欠損金の残高97,911百万
円を有しています。当該繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、
回収可能性のある部分について繰延税金資産5,320百万円（繰延税金負債と相殺前）及び法人
税等調整額△5,320百万円を計上しました。
将来の収益力に基づく課税所得は、取締役会にて承認された将来の経営計画上の利益を基に、
将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、算定しています。当該経営計画に
は、市況の回復や需要動向を踏まえた事業の成長に伴う受注の増加、過去実績を踏まえた売上
規模の拡大に伴う営業費用の増加、事業構造改革によるコスト削減などが主要な仮定として含
まれています。設定した仮定は事業や年度ごとに異なりますが、とりわけ複数事業を営む、当
社を通算親会社とするグループ通算制度に加入する当社及び日本国内の通算子会社について
は、事業規模が大きくかつ環境変化が激しい無線・通信事業及びマイクロデバイス事業の影響
を大きく受けるため、同事業の不確実性に対する見積りが重要となります。
なお、繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますので、その見積り額
が減少し繰延税金資産の一部又は全部を将来実現できないと判断した場合、あるいは税率変動
等を含む税制の変更等があった場合、翌連結会計年度以降において、繰延税金資産が減額又は
繰延税金負債が増額され税金費用が計上されることにより、損益に影響を及ぼす可能性があり
ます。

２．有形固定資産及び無形固定資産の減損処理
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 167,854百万円
無形固定資産 10,913百万円
減損損失 4,908百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんを含む固定資産について、事業の種類等を基礎に、独立したキャッシュ・フローを生み
出す最小の単位を識別し、資産のグルーピングを行い、減損の兆候の有無を判定しています。
減損の兆候がある資産グループのうち、減損損失の認識が必要となった資産グループについて
は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してい
ます。なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額とし
ています。
使用価値の算定に当たっては、取締役会で承認された将来の経営計画を基に将来キャッシュ・
フローを見積り、適切な割引率を用いて現在価値に割り引いて算定しています。その算定の基
礎となる経営計画には、対象となる資産グループにおける市況の回復や需要動向を踏まえた事
業の成長に伴う受注の増加、過去実績を踏まえた売上規模の拡大に伴う営業費用の増加などが
主要な仮定として含まれています。
なお、将来の予測不能な事業上の前提条件の変化等によって見積りが変更されることにより、
回収可能価額が減少した場合、減損損失が発生することにより損益に影響を及ぼす可能性があ
ります。
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Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
１．顧客との契約から生じた債権及び契約資産

受取手形 744百万円
売掛金 105,067百万円
電子記録債権 17,471百万円
契約資産 29,403百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 464,789百万円
３．国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除した当期圧縮記帳累計額

573百万円
４．国庫補助金等により当期有形固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額

0百万円
５．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

有形固定資産 1,892百万円
投資有価証券 1,243百万円
計 3,136百万円

（２）担保に係る債務
支払手形及び買掛金 196百万円
電子記録債務 875百万円
計 1,071百万円

６．流動負債その他のうち、契約負債
契約負債 11,538百万円

７．コミットメントライン契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、当連結会計年度において
取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年
度末の借入未実行残高は次のとおりです。
コミットメントラインの総額 32,488百万円
借入実行残高 921百万円
差引借入未実行残高 31,566百万円

８．期末日満期手形
期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日もしくは決済日をもって決済処理してい
ます。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期
末残高に含まれています。
受取手形 15百万円
支払手形 31百万円
電子記録債権 965百万円
電子記録債務 2,139百万円
流動負債のその他（設備関係電子記録債務） 77百万円
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９．資産の保有目的の変更
前連結会計年度において計上していた下記の有形固定資産を、保有目的の変更により棚卸資産
に振替えています。
建物及び構築物 17百万円
土地 13百万円
計 31百万円

なお、当該振替金額のうち、建物17百万円及び土地12百万円は当連結会計年度において売却
がなされ、売却額44百万円は売上高に計上しており、販売用不動産への振替簿価30百万円は
売上原価に計上しています。固定資産売却益として特別利益に計上した場合に比べて、当該会
計処理により、売上総利益、営業利益及び経常利益が、それぞれ14百万円増加しています。

Ⅴ．連結損益計算書に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益

売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額は485,408百万円です。
２．棚卸資産評価損

期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、棚卸資産評価損1,937百万円が売
上原価に含まれています。

Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 169,328,839株
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百 万 円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年２月12日
取 締 役 会 普通株式 2,829 18.00 2024年12月31日 2025年３月12日

2025年８月６日
取 締 役 会 普通株式 2,811 18.00 2025年６月30日 2025年９月５日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百 万 円）

１株当たり
配当額 (円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年２月10日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 2,811 18.00 2025年12月31日 2026年３月11日
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Ⅶ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金や設備投資等の計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入やコ
マーシャル・ペーパーの発行により調達しています。一時的な余資は安全性の高い金融資産
で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しています。デリバティブ取引
は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権等である受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒
されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建営業債権
等は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部については先物為替予約を利用してヘッ
ジしています。
投資有価証券は、主に取引先企業との取引の拡大や資金の安定的調達等の取引関係の強化を
目的として保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが１年以内の支払期日で
す。また、原材料は購入価額の変動リスクに晒されていますが、一部については先物為替予
約等を利用してヘッジしています。
借入金及びコマーシャル・ペーパーは、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的とし
たものです。このうち変動金利であるものは、金利の変動リスクに晒されていますが、一部
はデリバティブ取引（金利スワップ）を利用してヘッジしています。また、一部の借入金に
ついては、財務制限条項が付されています。
デリバティブ取引は、外貨建営業債権債務等に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的
とした先物為替予約及び、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした
金利スワップです。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッ
ジの有効性の評価方法等については、前述の「Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重
要な事項に関する注記４．会計方針に関する事項（７）重要なヘッジ会計の方法」をご参照
ください。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権等及び長期貸付金について、与信管理規定に従い与信枠を設定し、各事業
部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしています。また、取引相手ごとに期日
及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って
います。連結子会社においても、当社の与信管理規定に準じて、同様の管理を行っていま
す。
デリバティブ取引の利用にあたっては、取引相手先を信用格付の高い金融機関に限定してい
るため信用リスクはほとんどないと認識しています。

②市場リスク（為替等の変動リスク）の管理
当社及び一部の連結子会社は、外貨建営業債権債務等について、通貨別月別に把握された為
替の変動リスクに対して当社グループとしての損失を一定範囲に限定するため、一部先物為
替予約を利用しています。なお、為替相場の状況により、輸出入に係る予定取引により確実
に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対する先物為替予約を行っています。
当社は、借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために金利スワップを利用していま
す。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取
引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規定に
従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っており、取引実績は、担当役員に報告してい
ます。
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③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。また、「２．金融商品の時価等に関す
る事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバテ
ィブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりです。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（１）投資有価証券(注２)
その他有価証券 47,523 47,523 −

（２）長期貸付金 896
貸倒引当金(注３) △773

122 122 0
資産計 47,646 47,646 0

（１）長期借入金(１年内返済予定を含む) 130,660 128,421 △2,238
負債計 130,660 128,421 △2,238

デリバティブ取引(注４)
①ヘッジ会計が適用されていないもの (34) (34) −
②ヘッジ会計が適用されているもの 19 19 −

デリバティブ取引計 (15) (15) −

（注１）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債
務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」及び「未払法人税等」については、現金であること、又は短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しています。

（注２）市場価格のない株式等は、上記表には記載していません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとお
りです。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表
計上額

非上場株式 2,011
非上場関係会社株式 20,739

（注３）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
（注４）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は

（ ）で示しています。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しています。
レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格
により算定した時価

レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しています。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 47,523 − − 47,523

資産計 47,523 − − 47,523
デリバティブ取引(注)
通貨関連 − (15) − (15)

デリバティブ取引計 − (15) − (15)
（注）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は

（ ）で示しています。
（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 − 122 − 122

資産計 − 122 − 122
長期借入金(１年内返済予定を含む) − 128,421 − 128,421

負債計 − 128,421 − 128,421
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は取引所の価格によっています。上場株式は活発な市場で取引されるため、その時
価をレベル１の時価に分類しています。

長期貸付金
長期貸付金の時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプ
レッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類
しています。また、貸倒懸念債権の時価は、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの
割引現在価値による回収見込額等を基に割引現在価値法により算定しており、時価に対して
観察できないインプットによる影響額が重要ではないためレベル２の時価に分類していま
す。

デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価の算定においては、主に取引先金融機関から提示された価格及び割
引現在価値等に基づき算定しています。活発な市場が存在しないものの観察可能なインプッ
トのみを用いて価格を算定している場合、もしくは観察できないインプットを用いて価格を
算定していてもその影響が重要でない場合に該当するため、レベル２の時価に分類していま
す。

長期借入金
長期借入金（１年内返済予定を含む）の時価は、元利金の合計額を新規に同様の取引を行っ
た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類
しています。
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Ⅷ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注１) 合計無線・

通信
マイクロ
デバイス ブレーキ 精密機器 化学品 繊維 不動産

ソリューション・特機 153,848 − − − − − − − 153,848

マリンシステム 56,019 − − − − − − − 56,019

モビリティ 16,220 − − − − − − − 16,220

ICT・メカトロニクス 17,238 − − − − − − − 17,238

医用機器 5,830 − − − − − − − 5,830

無線・通信その他 2,679 − − − − − − − 2,679

電子デバイス − 56,083 − − − − − − 56,083

マイクロ波 − 6,317 − − − − − − 6,317

摩擦材 − − 57,795 − − − − − 57,795

精密部品他 − − − 18,996 − − − − 18,996

成形品 − − − 36,446 − − − − 36,446
環境・エネルギー
関連製品 − − − − 8,159 − − − 8,159

カーボン他 − − − − 1,576 − − − 1,576
繊維 − − − − − 33,345 − − 33,345

不動産 − − − − − − 1,163 − 1,163

その他 − − − − − − − 13,686 13,686

顧客との契約から生じる収益 251,837 62,400 57,795 55,442 9,736 33,345 1,163 13,686 485,408

その他の収益(注２) − − − − − − 16,775 155 16,931

外部顧客への売上高 251,837 62,400 57,795 55,442 9,736 33,345 17,939 13,841 502,339

（注１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである食品、産業資材等の
商社機能等が含まれています。

（注２）「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入
等です。

２．収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記４．会計方針に関する事
項（５）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに
当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ
る収益の金額及び時期に関する情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等
（単位：百万円）

区分
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 119,864 123,282

契約資産 26,211 29,403

契約負債 10,798 11,538
契約資産は、主として工事契約について報告期間の末日時点での進捗度に基づき算定した履
行義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち、債権を除いたものであり、対
価に対する当社グループの権利が当該対価の支払期限が到来する前に時の経過だけ要求され
る無条件な状態となった時点で債権に振り替えられます。
契約負債は、主として顧客から対価を受け取っているものの履行義務を充足していない部分
を認識しています。工事契約等の顧客との契約に基づき財又はサービスを顧客に移転する前
に顧客から対価を受け取った場合に増加し、履行義務を充足することにより減少します。
期首の契約負債のうち、当連結会計年度に収益を認識した金額は8,647百万円です。
当連結会計年度における契約資産及び契約負債の残高の重要な変動はありません。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
無線・通信事業及びマイクロデバイス事業における当連結会計年度末時点で未充足（又は部
分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間別の
内訳は以下のとおりです。
なお、ブレーキ、精密機器、化学品、繊維、不動産事業及びその他事業については、当初に
予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履
行義務に関する情報の記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

当連結会計年度 （単位：百万円）

無線・通信 マイクロデバイス

１年以内 158,942 19,328

１年超２年以内 90,378 729

２年超３年以内 19,071 50

３年超 9,175 11

合計 277,568 20,120
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Ⅸ．賃貸等不動産に関する注記
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において賃貸用のオフィスビル（土地を含
む）等を有しています。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,232百
万円（主に賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）、固定資産売却益は409百万円
（特別利益に計上）、固定資産売却損は27百万円（特別損失に計上）です。また、当該賃貸等不
動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は次のとおりです。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度期末残高

10,318 △1,575 8,742 15,395

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で
す。

（注２）当連結会計年度の期中増減額の主な内容は、新規賃貸物件の取得等による増加（15百万円）、
東京都等の建物等売却（1,175百万円）、減価償却費（183百万円）、連結範囲の変更（114百
万円）、為替変動（38百万円）、保有目的の変更による棚卸資産への振替（30百万円）、賃貸
契約の解約（29百万円）並びに減損損失（18百万円）による減少です。

（注３）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価
書に基づく金額、その他の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考
えられる指標に基づく金額によっています。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,839円47銭
１株当たり当期純利益 89円07銭

Ⅺ．重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。
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Ⅻ．その他の注記
１．減損損失関係

当社グループが減損損失を認識した資産のうち、主要なものの内訳は、以下のとおりです。

場所 用途 種類 減損損失
（百万円）

日清紡ケミカル㈱
千葉事業所
（千葉県千葉市）

燃料電池用カーボンセパレー
タ製造用資産

建物及び構築物 0
機械装置及び運搬具 932
建設仮勘定 2,950
有形固定資産のその他 175
無形固定資産のその他 98
計 4,157

当社グループは、原則として、事業の種類等を基礎に、独立したキャッシュ・フローを生み出す
最小の単位を識別し、資産のグルーピングを行っています。
日清紡ケミカル㈱の燃料電池用カーボンセパレータ製造用資産については、営業活動から生じる
損益が継続してマイナスであり、将来黒字化することが不確実であるため、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。なお、当該資産の回収
可能価額は、使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローがプラスになることが不確
実であるため、有形固定資産は備忘価額まで減額し、無形固定資産はゼロとして評価していま
す。

２．企業結合等関係
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
2024年11月28日に取得したARGONICS GMBH及びその子会社のARGONAV GMBHとの企
業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年
度に確定しています。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結計算書類に含まれる比較情報におい
て取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されており、前連結会計年度末の連結貸借対照表
は、のれんが501百万円減少し、無形固定資産のその他が656百万円、繰延税金負債が155百万
円それぞれ増加しています。なお、当該会計処理の確定の結果、前連結会計年度末の暫定的に算
定されたARGONICS GMBHののれんの金額1,031百万円は530百万円となりました。
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【計算書類】
株主資本等変動計算書

（2025年
2025年

１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

単位：百万円（未満切捨）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固定資産
圧縮積立金 別途積立金

2025年１月１日残高 27,807 20,619 0 20,620 6,896 2,247 63,000

事業年度中の変動額

新株の発行 34 34 34

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 △0 △0

固定資産圧縮積立金の取崩 △189
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 34 34 △0 34 − △189 −

2025年12月31日残高 27,841 20,653 0 20,654 6,896 2,057 63,000

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産
合 計

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰余金

2025年１月１日残高 △22,196 49,948 △13,232 85,143 19,626 19,626 104,769

事業年度中の変動額

新株の発行 68 68

剰余金の配当 △5,640 △5,640 △5,640 △5,640

当期純利益 17,195 17,195 17,195 17,195

自己株式の取得 △939 △939 △939

自己株式の処分 0 0 0

固定資産圧縮積立金の取崩 189 − − −
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △387 △387 △387

事業年度中の変動額合計 11,744 11,555 △939 10,683 △387 △387 10,295

2025年12月31日残高 △10,451 61,503 △14,172 95,826 19,238 19,238 115,064
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のものについては、決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっています。
市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法によっています。

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）によっています。

（４）固定資産の減価償却方法
①有形固定資産
定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ２年 〜50年
構築物 ３年 〜60年
機械及び装置 ４年 〜17年

②無形固定資産
定額法によっています。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（３年〜５年）に基づく定額
法によっています。

（５）引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上していま
す。

②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべ
き額を計上しています。

③役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき
額を計上しています。

④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき計上しています。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生の翌事業
年度から費用処理しています。

（６）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法
は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
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（７）収益及び費用の計上基準
①不動産賃貸
当社は主にグループ会社や小売業等へ不動産賃貸を行っています。賃貸収入については、「リ
ース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号2007年３月30日）」によって収益を認識し
ています。

②不動産分譲
当社は土地販売等の不動産分譲を行っています。販売用不動産については主に完成した販売用
不動産を顧客に引き渡した時点で収益を認識しています。

③役務提供
当社はグループ会社を対象とした経営管理等を行っています。グループ会社に対する役務提供
については、契約期間にわたって経過期間を基礎とした進捗度を算定して収益を認識していま
す。

（８）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップは特例処理によっています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
手段：金利スワップ
対象：借入金

③ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象
に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしています。

④ヘッジ有効性の評価方法
金利スワップは特例処理によっているため、有効性の評価は省略しています。

２．会計方針の変更に関する注記
会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更

（１）法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
会計方針の変更の内容及び理由
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以
下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会
計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）
第65−２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更に
よる計算書類への影響はありません。

（２）グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
会計方針の変更の内容及び理由
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応
報告第46号 2024年３月22日）を当事業年度の期首から適用しています。なお、当該会計方針の
変更による計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
（１）繰延税金資産の回収可能性

①当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金負債 3,285百万円
法人税等調整額 2,529百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損
金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより判断しています。
当事業年度末において、税務上の繰越欠損金の残高88,465百万円を有しています。当該繰越
欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、回収可能性のある部分につい
て繰延税金資産4,844百万円（繰延税金負債と相殺前）及び法人税等調整額△4,844百万円を
計上しました。
将来の収益力に基づく課税所得は、当社がグループ通算制度を採用していることから、グルー
プ通算制度の適用対象会社の事業計画に基づく課税所得を基礎としていますが、取締役会にて
承認された将来の経営計画上の利益を基に、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的
に見積り、算定しています。当該経営計画には、市況の回復や需要動向を踏まえた事業の成長
に伴う受注の増加、過去実績を踏まえた売上規模の拡大に伴う営業費用の増加、事業構造改革
によるコスト削減などが主要な仮定として含まれています。設定した仮定は事業や年度ごとに
異なりますが、とりわけ複数事業を営む、当社を通算親会社とするグループ通算制度に加入す
る当社及び日本国内の通算子会社については、事業規模が大きくかつ環境変化が激しい無線・
通信事業及びマイクロデバイス事業の影響を大きく受けるため、同事業の不確実性に対する見
積りが重要となります。
なお、繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますので、その見積り額
が減少し繰延税金資産の一部又は全部を将来実現できないと判断した場合、あるいは税率変動
等を含む税制の変更等があった場合、翌事業年度以降において、繰延税金資産が減額又は繰延
税金負債が増額され税金費用が計上されることにより、損益に影響を及ぼす可能性がありま
す。

（２）関係会社株式及び関係会社出資金の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式 141,748百万円
関係会社出資金 9,575百万円
関係会社株式評価損 845百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式等について、実質価額が取得原価と比べて50％程度以上下落し
た場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処
理をしています。関係会社株式等の評価の見積りに用いる実質価額は、原則として、発行会社
の直近の計算書類を基礎に算定した１株当たり純資産額に所有株式数を乗じた金額で算定して
います。
回復可能性については、取締役会で承認された将来の経営計画等に基づき検討しています。当
該経営計画には、市況の回復や需要動向を踏まえた事業の成長に伴う受注の増加、過去実績を
踏まえた売上規模の拡大に伴う営業費用の増加などが主要な仮定として含まれています。
なお、当該見積りは、将来の不確実な経営環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、
実際の関係会社の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与え
る可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 36,493百万円
（２）国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除した当期圧縮記帳累計額

144百万円
（３）保証債務

関係会社の銀行借入等に対し、下記のとおり保証を行っています。
ALPHATRON MARINE BEHEER B.V. 921百万円 ( 5,000千ユーロ）
日清紡マイクロデバイス㈱ 4,681百万円
NISSHINBO MICRO DEVICES（THAILAND）CO.,LTD. 56百万円 ( 11,316千タイバーツ）
日清紡ブレーキ㈱ 1,749百万円
日清紡メカトロニクス㈱ 329百万円
NISSHINBO MECHATRONICS (THAILAND) LTD. 80百万円 ( 516千米ドル）
日清紡科恒精密機械(揚州)有限公司 1,565百万円 ( 70,000千人民元）
日清紡ケミカル㈱ 312百万円
日清紡テキスタイル㈱ 700百万円
PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY 19百万円 ( 123千米ドル）
PT. NISSHINBO INDONESIA 93百万円 ( 600千米ドル）

（４）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対する短期金銭債権 120,456百万円
関係会社に対する長期金銭債権 2,266百万円
関係会社に対する短期金銭債務 57,437百万円

（５）コミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結してい
ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
コミットメントラインの総額 30,000百万円
借入実行残高 −百万円
差引借入未実行残高 30,000百万円

（６）資産の保有目的の変更
前事業年度において計上していた下記の有形固定資産を、保有目的の変更により棚卸資産に振
り替えています。
土地 1百万円
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５．損益計算書に関する注記
（１）売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 2,177百万円
（２）関係会社との取引高

営業取引による取引高
関係会社に対する売上高 3,038百万円
関係会社からの仕入高等 710百万円

営業取引以外の取引高 8,432百万円
なお、営業取引以外の取引高には、関係会社からの固定資産購入額13百万円を含んでいます。

（３）営業外費用の関係会社貸倒引当金繰入額
九州南部化成㈱、NJコンポーネント㈱、ディー・クルー・テクノロジーズ㈱へのＣＭＳ（キ
ャッシュ・マネジメント・システム）による貸付金に対して財政状態を踏まえ個別に回収可能
性を検討した結果、計上したものです。

（４）関係会社株式譲渡益
RANE BRAKE LINING LTD.が、RANE MADRAS LTD.を存続会社とする吸収合併により消
滅し、RANE MADRAS LTD.の株式が割当されたことに伴い発生した譲渡益です。

（５）関係会社株式評価損
NISSHINBO COMPREHENSIVE PRECISION MACHINING (GURGAON) PRIVATE LTD.
の株式に係る評価損です。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 13,130,169株
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７．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
繰越欠損金 28,766百万円
関係会社株式評価損 3,893百万円
分離先企業株式に係る一時差異 2,088百万円
貸倒引当金 1,030百万円
合併受入資産 498百万円
投資有価証券評価損 227百万円
減価償却超過額 133百万円
未払事業税等 60百万円
減損損失 49百万円
賞与引当金 10百万円
資産除去債務 6百万円
その他 79百万円
繰延税金資産小計 36,845百万円
評価性引当額 △30,173百万円
繰延税金資産合計 6,672百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △8,870百万円
固定資産圧縮積立金 △932百万円
その他 △154百万円
繰延税金負債合計 △9,957百万円

繰延税金負債の純額 △3,285百万円
（２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８
月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計
処理並びに開示を行っています。
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種類 会社等の名称 住所
資本金
又は
出資金

事業の内容
議決権
等の所
有割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 日本無線㈱ 東京都
三鷹市

(百万円)
14,704

海上機器及び
通信機器等の
製造・販売

直接
100％

役員
3名

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

13,751 短 期
貸 付 金 22,787

貸 付 金
利 息 192 ― ―

子会社 長野日本無線㈱ 長野県
長野市

(百万円)
100

通信機器及び
電子部品等の
製造・販売

間接
100％ ―

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

3,236 短 期
貸 付 金 5,861

貸 付 金
利 息 45 ― ―

子会社 JRCモビリティ㈱ 東京都
中央区

（百万円)
490

通信機器、電
子機械器具、
装置及び部品
等の製造・販
売

直接
100％

役員
１名

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

9,636 短 期
貸 付 金 9,285

貸 付 金
利 息 137 ― ―

子会社 ㈱国際電気 東京都
港区

(百万円)
1,000

通信機器及び
映像機器等の
製造・販売

間接
80%

役員
3名

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

1,879 ― ―

貸 付 金
利 息 24 ― ―

資 金 の
借 入
（注２）

資 金 の
借 入
(CMS)

13,238 短 期
借 入 金 14,259

借 入 金
利 息 32 ― ―

子会社 HVJホールディングス㈱ 東京都
中央区

(百万円)
10

株式等への投
資、保有及び
運用

直接
95%
間接
５%

役員
1名

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

25,449 短 期
貸 付 金 27,480

貸 付 金
利 息 365 ― ―

子会社 日清紡マイクロ
デバイス㈱

東京都
中央区

(百万円)
5,220

電子デバイス
製品及びマイ
クロ波製品等
の製造・販売

直接
100％

役員
２名

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

31,004 短 期
貸 付 金 34,222

貸 付 金
利 息 443 ― ―

債 務
保 証
（注３）

債 務
保 証 4,681 ― ―

子会社 日清紡ブレーキ㈱ 東京都
中央区

(百万円)
9,447

自動車用摩擦
材等の製造・
販売

直接
100％

役員
2名

資 金 の
借 入
（注２）

資 金 の
借 入
(CMS)

10,708 短 期
借 入 金 12,464

借 入 金
利 息 23 ― ―
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種類 会社等の名称 住所
資本金
又は
出資金

事業の内容
議決権
等の所
有割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 日清紡メカトロニクス㈱ 東京都
中央区

(百万円)
4,000

成形品、自動
車用精密加工
部品及び産業
用機械装置等
の製造・販売

直接
100％

役員
１名

資 金 の
貸 付
（注２）

資 金 の
貸 付
(CMS)

12,824 短 期
貸 付 金 10,678

貸 付 金
利 息 182 ― ―

子会社 南 部 化 成 ㈱ 静岡県
榛原郡

(百万円)
1,800

成形品の製
造・販売

間接
100％ ―

資 金 の
借 入
（注２）

資 金 の
借 入
(CMS)

5,322 短 期
借 入 金 5,288

借 入 金
利 息 11 ― ―

子会社 ニッシントーア・岩尾㈱ 東京都
中央区

（百万円)
450

繊 維 製 品、
産業資材及
び食品等の
販売

直接
100％

役員
１名

資 金 の
借 入
（注２）

資 金 の
借 入
(CMS)

3,221 短 期
借 入 金 2,931

借 入 金
利 息 6 ― ―

子会社 日清紡企業管理
(上海)有限公司 中国 (千米ドル)

8,000 地域統括会社 直接
100％

役員
１名

資 金 の
借 入

資 金 の
借 入 3,756 短 期

借 入 金 4,024

借 入 金
利 息 55 ― ―

子会社
NISSHINBO
SINGAPORE
PTE. LTD.

シンガポール (千米ドル)
5,795 地域統括会社 直接

100％
役員
１名

資 金 の
借 入

資 金 の
借 入 898 短 期

借 入 金 7,201

借 入 金
利 息 323 ― ―

（注１）貸付金及び借入金の利息につきましては、市場金利等を参考に合理的に決定しています。
（注２）ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）による資金の貸付及び借入の取引金額には、

当事業年度における平均残高を記載しています。
（注３）当社が電子記録債務及び営業外電子記録債務に対して債務保証を行っているものです。なお、

保証料の受取は行っていません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 736円66銭
１株当たり当期純利益 110円02銭
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10．重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。

11．その他の注記
（減損損失）

当社が減損損失を認識した資産のうち、主要なものの内訳は、以下のとおりです。

場所 用途 種類 減損損失
（百万円）

静岡県藤枝市
徳島県徳島市
千葉県千葉市

プラントファクトリー
事業用資産

建物
機械及び装置
工具、器具及び備品
ソフトウェア

72
45
０
１

計 118
当社は、原則として、事業の種類等を基礎に、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単
位を識別し、資産のグルーピングを行っています。
プラントファクトリー事業用資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであ
り、将来黒字化することが不確実であるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として特別損失に計上しました。なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により
算定しており、将来キャッシュ・フローがプラスになることが不確実であるため、有形固定資産
は備忘価額まで減額し、無形固定資産はゼロとして評価しています。
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